
串浦の藻場を未来へ繋げる会 規約 

令和４年 5 月 31 日 

 

（名称） 

第１条 この活動組織は、串浦の藻場を未来へ繋げる会（以下「活動組織」という。）と称

する。 

 

（目的） 

第２条 活動組織は、佐賀県唐津市鎮西町串浦地区地先内の藻場を後世へ繋げるため、維持

改善活動を積極的におこなうことを目的とする。 

 

（構成員） 

第 3 条 活動組織の構成員は別紙のとおりとする。 

 

（代表等） 

第４条 活動組織に、代表１名、副代表１名、書記１名、会計１名、監査役２名を置くこと

とする。代表役員は別紙のとおりとする。 

 

（会議） 

第５条 活動組織の会議は、必要に応じて代表が招集する。 

２ 活動組織の会議は、構成員の３分の１以上の出席によって成立する。ただし、出席者は

委任状をもって代えることができる。 

３ 会議の議長は代表があたり、議案は出席した構成員の２分の１以上により決定する。可

否同数の場合は、議長が決するところによる。 

４ 会議により決定した事項については、書面に記載するとともに、その写しを構成員全員

に配布して確認するものとする。 

 

（付議） 

第 6 条 活動組織の目的を達成するため、会議には次の事項を付議するものとする。 

１ 活動組織の組織運営に関すること 

２ 活動組織が実施する活動についての計画に関すること 

３ 活動組織の出納の監査に関すること 

４ その他活動組織の目的を達成するために必要な事項 

 

（雑則） 

第７条 この規約で定めるもののほか、必要な事項については、その都度協議するものとす

る。 
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串浦の藻場を未来へ繋げる会 構成員一覧表 

 

串浦の藻場を未来へ繋げる会の構成員及び役員は次のとおり。 

 

１．構成員及び役員 

区 分 氏 名 住 所 

代 表 袈裟丸 彰蔵 佐賀県唐津市鎮西町串 415番地 1 

副代表 古舘 貴幸 佐賀県唐津市鎮西町串 409番地 18 

書記・会計 増本 茂宜 佐賀県唐津市鎮西町串 525番地 

監査役 松本 和政 佐賀県唐津市鎮西町串 531番地 2 

監査役 加茂 和久 佐賀県唐津市鎮西町串 526番地 

 伊藤 弥三雄 佐賀県唐津市鎮西町串 405番地 2 

 古舘 初美 佐賀県唐津市鎮西町串 469番地 1 

 松本 義勝 佐賀県唐津市鎮西町串 318番地 

 梅崎 博昭 佐賀県唐津市鎮西町串 529番地 1 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 


